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１０．用語集 

 

あ アダプト制度 

アダプトは「里親」と訳されます。市民が、道路、公園・緑地等、公共施設などの

里親となり、土地管理者との契約に基づき、維持管理や活用を行っていく仕組みです。 

 

 オープンスペース 

公園や広場などの、建物等で覆われていない空間のことを言います。 

 

 屋上緑化 

建築物の屋上に植物を植え、緑化をすることを言います。ヒートアイランド現象の

緩和、省エネルギー効果、二酸化炭素の吸着、緑の創出などの効果があります。 

 

  

か 幹線道路 

都市間の主要地点を結ぶ道路のことです。 

 

 官民連携 

公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間

のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指す手法のことです。 

 

 汽水域 

河川水と海水が接触する、混合する部分で、淡水域と海域の推移帯のことを言いま

す。塩分が 0.3％から 30％まで範囲の水域を指します。 

 

 協働 

複数の主体がお互いの特性や役割を尊重し、信頼と理解を基盤として共通の領域に

おいて、共通の目的に向かい協力して活動することを言います。 

 

 グリーンインフラ 

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様

な機能（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、持

続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるものを言います。具体例として

は、公園緑地や防潮林・防風林などが挙げられます。 
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 グリーン･ツーリズム 

グリーン・ツーリズムは、「緑豊かな農山漁村地域において、その自然、文化、人々

との交流を楽しむ滞在型の余暇活動」、「農山漁村で楽しむゆとりある休暇」のこと

です。 

 景観計画 

景観法に基づき、景観の保全・形成を図るために定める計画です。景観の保全・形

成に関する方針・行為の制限、景観重要建造物・樹木の指定の方針等を定めます。（平

成 25（2013）年３月策定） 

 

 景勝地 

優れた自然の風景が眺められる場所を言います。 

 

 広域避難場所 

市街地の大火災、大地震や津波などが発生したとき、多くの人が避難のため集まる

ことができる大きな空地で、公園、学校など、面積の広い場所が指定されます。 

 

 公園施設長寿命化計画 

公園施設長寿命化計画とは、公園利用者の安全性の確保やライフサイクルコスト縮

減の観点などから、計画的な公園施設の改修や長寿命化対策に係る取り組みなどの推

進を目的に策定するものです。 

 

  

 

さ 里山 

市街地や集落地の周辺にあり、かつて薪や炭の供給源となるなど日常において人の

生活と密接な関わりを持ち、人が利用してきたことで成立した場所を言います。 

 

 三角州 

潮流によって生じる砂の移動によって、潮流口にできる三角形の地形を言います。 

 

 CSR 

企業の社会的責任（CSR: Corporate Social Responsibility）は、企業活動におい

て、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、従業員、投資家、地域社会などの利

害関係者に対して責任ある行動をとるとともに、説明責任を果たしていくことを求め

る考え方です。 
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 市街化区域 

無秩序な市街化を防止し、都市の健全計画的な市街化を図るため、都市計画区域の

うち市街地として積極的に整備し優先的に市街化を図る区域のことを言います。 

 

 事業認可 

都市計画法の規定に基づき、認可権者（国土交通大臣又 国土交通大臣又は都道府

県知事）が事業者からの認可申請に対して与える行政処分のことで、事業認可がなさ

れると、様々な制限が発生します。 

 

 シビックプライド 

市民が都市に対してもつ自負と愛着のことを言います。日本語の郷土愛とは少しニ

ュアンスが異なり、自分が、都市をより良い場所にするために関わりを持つ際に、都

市を構成する一員であるという、当事者意識を伴うものです。 

 

 市民農園 

自然とのふれあいを求める市民に対し、その機会等を提供するために、レクリエー

ション活動として、野菜類の栽培を行えるよう、農地を一定区画に区分し、一定期間

貸し付ける農園のことを言います。 

 

 住区基幹公園 

歩いていける範囲の居住者の安全や健康的な生活環境、休養、レクリエーションの

場として利用される公園を指し、街区公園、近隣公園、地区公園があります。 

 

 親水空間 

河川や湖等の水辺で、人々が水とふれあい、親しめることができるよう配慮された

場所を言います。 

 

 森林法 

森林生産力向上を目的とした森林行政の基本となる法律（昭和 26（1951）年）。

森林計画の樹立、保安林・保安施設地区の指定等について定めています。 

 

 水源涵養 

雨水を吸収して水源を保ち、あわせて河川へ流れ込む水の量を平準化し、河川の流

量を調節することを言います。 
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 ストック効果 

整備された社会資本が機能して、社会活動の効率性や生産性の向上、生活環境の快

適性や安全性の向上等、多様な効果を長期にわたってもたらすことを言います。 

 

 スポーツ施設整備基本構想 

全ての市民一人ひとりがその目的やライフステージに応じて、いつでも、どこでも、

誰もが、いつまでも、気軽にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、スポーツを支え

ることができる生涯スポーツ社会を実現することを目指し、スポーツ施設の整備、活

用について基本的な考え方を示したものです。（平成 27（2015）年３月策定） 

 

 生態系サービス 

食料や水の供給、気候の安定など生態系から得られる恵みのことを言います。 

 

 生態系ネットワーク 

エコロジカルネットワークとも言います。生物の多様性の確保や生態系の保全・回

復を目標として、生物生息空間である水と緑（自然環境）のエリアを量的・質的に確

保するとともに、それぞれの空間相互を生物の移動を容易にする水と緑でネットワー

クし、地域レベル、広域レベルのネットワークを形成することを言います。 

 

 生物多様性 

動物、植物などの種の多様性、遺伝子の多様性、また、それによって成り立ってい

る生態系、これら 3 つのレベルにおける多様性を示す概念のことを言います。 

 

  

 

た 地球温暖化 

化石燃料の大量消費による二酸化炭素の増加など、人間の活動により温室効果ガス

が大気中に大量に放出され、地球全体の平均気温が急激に上がる現象のこと。 

 

 治水 

洪水によって起こる災害から河川の周辺に住む人々や土地を守ることを言います。 
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 中心市街地活性化基本計画 

モータリゼーションの進展や商業店舗の郊外立地などのために空洞化の進行して

いる中心市街地をテコ入れするため、『中心市街地の活性化に関する法律』にもとづ

き作成する、市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本的な計

画です。 

 

 てんぐ巣病 

植物病害の一種であり、枝に小枝が多数病生し、ほうき状あるいは大きな塊状とな

ります。てんぐ巣病にかかると樹勢は著しく衰えます。 

 

 天然記念物 

日本にとって価値が高く重要な動物・植物・地質・鉱物等を、文化財保護法等によ

って指定するものです。 

 

 道路構造令 

道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定める

ものです。 

 

都市計画 

 農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活

動を確保することを目的とし、都市全体を計画的な誘導と適正な制限のもとに土地の

合理的な利用を図るものです。 

 

 都市基幹公園 

住民の安全で快適かつ健康的な生活環境及びレクリエーション、休養のためのスペ

ースを確保するために、都市を単位として設けられる基幹的な公園を言います。 

 

 都市計画区域 

自然的・社会的条件からみて一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要

があるとされる区域で都市計画法に基づく都市計画が立てられる区域です。 

 

 都市計画公園 

都市公園法に基づき、都市計画区域内に配置する公園緑地のことを言います。地方

公共団体が設置するものと国が設置するものがあります。 
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 都市計画マスタープラン 

住民に最も身近な自治体である市町村が住民の合意形成を図りつつ、まちづくりビ

ジョンを具体的に示し、地区毎の整備・開発又は保全の方針をよりきめ細かく定めた

計画のことを言います。（平成 23（2011）年 12 月策定） 

 

 都市公園 

都市公園とは、都市計画区域に設置される公園または緑地で、住区基幹公園（身近

で小規模な街区公園、住んでいる地域を代表する近隣公園や地区公園）や、都市基幹

公園（総合公園、運動公園）、大規模公園（広域公園、レクリエーション都市）、国

営公園など、様々な種類の公園があります。なお、緩衝緑地、緑道、墓園なども都市

計画上の「都市施設（公園等）」として位置付けられます。 

 

 都市緑地法 

都市における緑地の保全、緑化の推進に関する法律。良好な都市環境の形成を図る

ことを目的としています。昭和 48（1973）年に制定された旧緑地保全法の平成 16

（2004）年の法改正（景観緑三法の制定）により制定されました。 

 

徒渉池 

歩いて渡れる浅い池。 

 

 

 

な 二次林 

その土地本来の自然植生が災害や人為によって破壊された後に、その置き換え群落

として発達している森林のことを言います。日本の雑木林は、燃料用の薪や炭を焼く

ために切られた後、自然に再生したもののため、二次林と呼ばれることもあります。 

 

 農業振興地域 

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の近代化のための必要な条件

を備えた農業地域を保全し形成すること、並びに農業に関する公共投資その他農業振

興に関する施策を計画することを目的として、「農業振興地域整備基本方針」に基づ

き県知事が指定する地域です。 

 

 農村公園 

農村住民のレクリエーションのために建設される公園のことを言います。 
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は バッファ 

buffer。緩衝地のことを言います。 

 

 パブリックコメント 

公的な機関が規則あるいは命令などの類のものを制定しようとするとき、広く公に

（パブリック）、意見・情報・改善案（コメント）などを求める手続きを言います。

通称、パブコメ。 

 

 ヒートアイランド現象 

都市部は、郊外に比べて気温が高いため、等温線が島状に表れる現象のことを言い

ます。都市の多くが人工的構造物に覆われて緑が少ないこと、人間の生活や産業活動

に伴う人工排熱の増大、大気汚染物質等が原因とされています。 

 

 ビオトープ 

生物を意味する Bio と場所を意味する Tope とを合成したドイツ語で、ある生物

群が生息できるまとまった空間を言います。環境改善の目的で都市内の空地、校庭な

どに生物の生息・生育空間となる池や草原などを設置したものを指すこともありま

す。 

 

 干潟 

海と陸との境界にあって、潮汐により冠水と干出を繰り返す部分で、泥または砂で

できています。河口部に多く見られ、海と川の両方の影響を受けています。 

 

 風致地区 

都市計画法に基づき、都市の自然美を維持することを目的として市町村が定める地

区のことで、建築物の建築や木竹の伐採などが制限を受けます。 

 

 壁面緑化 

建築物の外壁を緑化することを言います。ヒートアイランド現象の緩和、省エネル

ギー効果、二酸化炭素の吸着、緑の創出などの効果があります。 

 

 保安林 

水源の涵養、災害の防止、産業の保護、その他公共の福祉の増進を目的として、森

林法により一定の制限や義務が課せられた森林のことを言います。 
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よ 用途地域 

都市計画法に基づく地域地区の一種で、土地利用の混在を防止する目的として、住

居、商業、工業などの目指すべき土地利用の方向に応じて、12 種類に区分し指定さ

れた地域のことを言います。 

 

  

 

ら ランドマーク 

 目印や象徴となるもの。 

 

利水 

川の水を生活用水や農業用水、工業用水、発電などに利用することを言います。 

 

 緑地協定 

計画的に整備された住宅地等で良好な住環境の育成のため、住民が作った地域の緑

化に関するルールについて市の認可を受け、住民同士が協定を結ぶ制度のことを言い

ます。 

 

 緑被率 

区域に占める緑の割合のことです。緑被率は一定の区域における平面的な緑の量を

表すもので、緑の水平投影面積の割合をパーセントで表します。 

 

 緑化重点地区 

緑化の推進を重点的に図るべき地区として都市緑地法第 4 条の 2 第 2 項第 3 号ニ

に規定している緑の基本計画に任意に定める事項の 1 つです。当該市町村の緑地の状

況等を勘案し､特に重点的に緑化を図るべき地区を定めます。 

 


